
一 頁 

○ 無 線 局 免 許 手 続 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表             （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現    行 

別表第二号第２ 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別

業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸

上局、移動局、特定実験試験局、実験試験局、固定局、航空局、無線標識局

、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、海岸地

球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無線局事

項書の様式（第４条、第12条関係）（実験試験局については、総務大臣がこ

の様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

（略） 

注１～24 （略） 

別表第二号第２ 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別

業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸

上局、移動局、特定実験試験局、実験試験局、固定局、航空局、無線標識局

、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、海岸地

球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無線局事

項書の様式（第４条、第12条関係）（実験試験局については、総務大臣がこ

の様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

（略） 

注１～24 （略） 

25 24の欄の記載は、次によること。 25 24の欄の記載は、次によること。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために

必要な措置に関する契約を締結している場合は、その契約の内容（第

15条第２項の規定により記載を省略するときには、その旨及びその契

約の内容が同一である無線局の免許の番号）を記載すること。 

(6) 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために

必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を記

載すること。第15条第２項の規定により記載を省略する場合には、そ

の旨及びその契約の内容が同一である無線局の免許の番号を記載する

こと。 

(7) 法第27条の12第２項第５号に規定する終了促進措置に係る周波数を

希望する特定基地局にあつては、終了促進措置の対象となる次に掲げ

る無線局の免許人等（特定小電力無線局にあつては、所有者又は占有

者）との間における終了促進措置に係る合意その他の実施の内容を記

載すること。ただし、当該終了促進措置の実施の内容が既に免許を受

けた無線局に係る当該終了促進措置の実施の内容と同一である場合に

は、その旨及び当該無線局の免許の番号を記載することにより、当該

 



二 頁 

終了促進措置の実施の内容の記載に代えることができる。 

ア 当該特定基地局と所轄総合通信局長（施行規則第51条の15第２項

に規定する所轄総合通信局長をいう。）を同じくするMCA陸上移動通

信及びデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局 

イ 当該特定基地局の通信区域（当該特定基地局とその通信の相手方

である陸上移動局との間の通信が可能となる区域をいい、包括免許

に係る特定基地局にあつては、当該包括免許に係る無線設備を設置

しようとする区域をいう。エにおいて同じ。）に係る都道府県内を

常置場所とする構内無線局 

ウ 簡易無線局 

エ 当該終了促進措置に係る協議の申入れがあつた特定小電力無線局

（特定基地局の通信区域に係る都道府県内で運用しているものに限

る。） 

(8)～(11) （略） (7)～(10) （略） 

26～29 （略） 26～29 （略） 

  

 

  



三
頁 

○
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案 

新
旧
対
照
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 
 

行 

（
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
） 

（
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
） 

第
十
四
条 

空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
信
設
備
の
区
別
に

従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

第
十
四
条 

（
同
上
） 

 
送 

信 
設 

備 

許 

容 

偏 

差 

 
 

送 

信 

設 

備 

許 

容 

偏 

差 

 

 

上

限

（

パ

ー

セ

ン

ト

） 

下

限

（

パ

ー

セ

ン

ト

） 

 
 

上

限

（

パ

ー

セ

ン

ト

） 

下

限

（

パ

ー

セ

ン

ト

） 

 

 

一
～
九 

（
略
） 

（

略

） 

（

略

） 

 
 

一
～
九 

（
略
） 

（

略

） 

（

略

） 

 

 

十 

第
四

十
九
条

の
六
に

定
め
る

携
帯
無

線
通
信

の
中
継

を
行
う

無
線
局

（
基
地

局
と
陸

上
移
動

局
と
の

間
の
携

陸
上
移
動
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
（
い
ず
れ

も
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る

無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
送

信
設
備
で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線

通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
と
通
信

を
行
う
も
の 

八
七 

六
二 

 
 

十 

第
四

十
九
条

の
六
に

定
め
る

携
帯
無

線
通
信

の
中
継

を
行
う

無
線
局

（
基
地

局
と
陸

上
移
動

局
と
の

間
の
携

陸
上
移
動
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
（
い
ず
れ

も
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る

無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
送

信
設
備
で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線

通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
と
通
信

を
行
う
も
の 

八
七 

六
二 

 

陸
上
移
動
局
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
条
件

に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除

く
。
）
の
送
信
設
備
（
七
一
八
MHz
を
超
え
七
四

八
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
場
合

を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
基
地
局
と
通
信
を
行

う
も
の 

八
七 

五
〇 

陸
上
移
動
局
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
条
件

に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除

く
。
）
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
基
地
局
と
通

信
を
行
う
も
の 

八
七 

五
〇 

陸
上
移
動
中
継
局
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の

八
七 

五
九 

陸
上
移
動
中
継
局
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の

八
七 

五
九 



四
頁 

帯
無
線

通
信
が

不
可
能

な
場
合

、
そ
の

中
継
を

行
う
陸

上
移
動

局
又
は

陸
上
移

動
中
継

局
を
い

う
。
以

下
同
じ

。
）
の

送
信
設

備 

を
除
く
。
）
の
送
信
設
備
（
七
一
八
MHz
を
超
え

七
四
八
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る

場
合
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
基
地
局
と
通
信

を
行
う
も
の 

帯
無
線

通
信
が

不
可
能

な
場
合

、
そ
の

中
継
を

行
う
陸

上
移
動

局
又
は

陸
上
移

動
中
継

局
を
い

う
。
以

下
同
じ

。
）
の

送
信
設

備 

を
除
く
。
）
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
基
地
局

と
通
信
を
行
う
も
の 

陸
上
移
動
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
（
い
ず
れ

も
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る

無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
送

信
設
備
（
七
一
八
MHz
を
超
え
七
四
八
MHz
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
場
合
に
限
る
。

）
で
あ
つ
て
、
基
地
局
と
通
信
を
行
う
も
の 

八
七 

六
二 

 
 

 
陸
上
移
動
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
（
い
ず
れ

も
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る

無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
送

信
設
備
で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線

通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
と
通
信

を
行
う
も
の 

五
九 

六
一 

陸
上
移
動
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
（
い
ず
れ

も
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る

無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
送

信
設
備
で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線

通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
と
通
信

を
行
う
も
の 

五
九 

六
一 

 

十
一 

符

号
分
割

多
元
接

続
方
式

携
帯
無

線
通
信

及
び
時

分
割
・

符
号
分

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備 

 

(一) 

第
四
十
九
条
の
六
の
三
に
定
め
る
基
地

局
の
送
信
設
備 

 

(二) 

第
四
十
九
条
の
六
の
三
に
定
め
る
符
号

分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備

の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

（
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通

信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
の
試
験
又

は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線

五
九 
六
一 

 
 

十
一 

符

号
分
割

多
元
接

続
方
式

携
帯
無

線
通
信

及
び
時

分
割
・

符
号
分

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備 

 

(一) 

第
四
十
九
条
の
六
の
三
に
定
め
る
基
地

局
の
送
信
設
備 

 

(二) 

第
四
十
九
条
の
六
の
三
に
定
め
る
符
号

分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備

の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

（
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通

信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
の
試
験
又

は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線

五
九 

六
一 

 



五
頁 

割
多
重

方
式
携

帯
無
線

通
信
を

行
う
無

線
局
の

送
信
設

備 

局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信
設
備

で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通

信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
と
通

信
を
行
う
も
の 

 
(三) 

第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
定
め
る
基
地

局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速

度
（
拡
散
符
号
に
よ
り
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散

さ
れ
た
信
号
の
速
度
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二

二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
又
は
毎
秒
三
・
六
八

六
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の 

 

(四) 

第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
定
め
る
符
号

分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備

の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動
局
（

携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除

く
。
）
と
通
信
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
拡

散
符
号
速
度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒

一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
又
は
毎
秒
三

・
六
八
六
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の 

 

(五) 

第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
定
め
る
基
地

局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速

度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二
二

八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の 

 

(六) 

第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
定
め
る
時
分

割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信

割
多
重

方
式
携

帯
無
線

通
信
を

行
う
無

線
局
の

送
信
設

備 

局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信
設
備

で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通

信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
と
通

信
を
行
う
も
の 

 

(三) 

第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
定
め
る
基
地

局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速

度
（
拡
散
符
号
に
よ
り
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散

さ
れ
た
信
号
の
速
度
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二

二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
又
は
毎
秒
三
・
六
八

六
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の 

 

(四) 

第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
定
め
る
符
号

分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備

の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動
局
（

携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除

く
。
）
と
通
信
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
拡

散
符
号
速
度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒

一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
又
は
毎
秒
三

・
六
八
六
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の 

 

(五) 

第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
定
め
る
基
地

局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速

度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二
二

八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の 

 
(六) 

第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
定
め
る
時
分

割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信



六
頁 

設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無

線
局
（
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携

帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備

の
試
験
又
は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を

行
う
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動
局
（
携

帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く

。
）
と
通
信
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
拡
散

符
号
速
度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一

・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の 

設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無

線
局
（
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携

帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備

の
試
験
又
は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を

行
う
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動
局
（
携

帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く

。
）
と
通
信
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
拡
散

符
号
速
度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一

・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の 

  

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備 

 

(一) 

第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
定
め
る
基
地

局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速

度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の 

 

(二) 

第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
定
め
る
符
号

分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備

の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動
局
（

携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除

く
。
）
と
通
信
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
拡

散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ

プ
の
も
の 

 

(三) 

第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
定
め
る
基
地

局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速

度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の 

 

(四) 

第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
定
め
る
時
分

八
七 

四
七 

 
  

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備 

 

(一) 

第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
定
め
る
基
地

局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速

度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の 

 

(二) 

第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
定
め
る
符
号

分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備

の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動
局
（

携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除

く
。
）
と
通
信
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
拡

散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ

プ
の
も
の 

 

(三) 

第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
定
め
る
基
地

局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速

度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の 

 
(四) 
第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
定
め
る
時
分

八
七 

四
七 

 



七
頁 

割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信

設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無

線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動

局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の

を
除
く
。
）
と
通
信
を
行
う
も
の
で
あ
り

、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ

チ
ッ
プ
の
も
の 

割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信

設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無

線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動

局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の

を
除
く
。
）
と
通
信
を
行
う
も
の
で
あ
り

、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ

チ
ッ
プ
の
も
の 

  

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
で
あ
り
、

か
つ
、
空
中
線
電
力
が
二
三
デ
シ

ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ

ベ
ル
と
す
る
。
）
を
超
え
る
も
の 

 

(一) 

第
四
十
九
条
の
六
の
四
に

定
め
る
陸
上
移
動
局
の
送
信

設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号

速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ

チ
ッ
プ
の
も
の 

七
一
八

MHz
を
超

え
七
四

八
MHz
以

下
の
周

波
数
の

電
波
を

送
信
す

る
場
合 

四
八 

六
七 

 
  

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
で
あ
り
、
か
つ
、
空
中

線
電
力
が
二
三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を

〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
を
超
え
る
も
の 

 

(一) 

第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
定
め
る
陸
上

移
動
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符

号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の

も
の 

 

(二) 

第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
定
め
る
符
号

分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備 

四
八 

五
八 

 

  
 

(二) 

第
四
十
九
条
の
六
の
四
に

定
め
る
符
号
分
割
多
元
接
続

方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の

試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行

う
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ

つ
て
、
基
地
局
と
通
信
を
行

う
も
の 

 

(三) 

第
四
十
九
条
の
六
の
五
に

定
め
る
陸
上
移
動
局
の
送
信

設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号

そ
の
他

の
周
波

数
の
電

波
を
送

信
す
る

場
合 

四
八 

五
八 

 
  

の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
基
地
局
と
通
信

を
行
う
も
の 

 

(三) 

第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
定
め
る
陸
上

移
動
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符

号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の

も
の 

 

(四) 

第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
定
め
る
時
分

割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備

の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
送

 
 

 



八
頁 

速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ

チ
ッ
プ
の
も
の 

 

(四) 

第
四
十
九
条
の
六
の
五
に

定
め
る
時
分
割
・
符
号
分
割

多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設

備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等

を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備

で
あ
つ
て
、
基
地
局
と
通
信

を
行
う
も
の
の
う
ち
、
拡
散

符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四

メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の 

信
設
備
で
あ
つ
て
、
基
地
局
と
通
信
を
行
う
も

の
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四

メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の 

  

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
で
あ
り
、

か
つ
、
空
中
線
電
力
が
二
三
デ
シ

ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ

ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
の
も
の 

 

(一) 

第
四
十
九
条
の
六
の
四
に

定
め
る
陸
上
移
動
局
の
送
信

設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号

速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ

チ
ッ
プ
の
も
の 

七
一
八

MHz
を
超

え
七
四

八
MHz
以

下
の
周

波
数
の

電
波
を

送
信
す

る
場
合 

八
七 

五
八 

 
  

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
で
あ
り
、
か
つ
、
空
中

線
電
力
が
二
三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を

〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
の
も
の 

 

(一) 

第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
定
め
る
陸
上

移
動
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符

号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の

も
の 

 

(二) 

第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
定
め
る
符
号

分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備

八
七 

四
七 

 



九
頁 

 

(二) 

第
四
十
九
条
の
六
の
四
に

定
め
る
符
号
分
割
多
元
接
続

方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の

試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行

う
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ

つ
て
、
基
地
局
と
通
信
を
行

う
も
の 

 

(三) 

第
四
十
九
条
の
六
の
五
に

定
め
る
陸
上
移
動
局
の
送
信

設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号

速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ

チ
ッ
プ
の
も
の 

 

(四) 

第
四
十
九
条
の
六
の
五
に

定
め
る
時
分
割
・
符
号
分
割

多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設

備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等

を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備

で
あ
つ
て
、
基
地
局
と
通
信

を
行
う
も
の
の
う
ち
、
拡
散

符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四

メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の 

そ
の
他

の
周
波

数
の
電

波
を
送

信
す
る

場
合 

八
七 

四
七 

の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
基
地
局
と
通
信

を
行
う
も
の 

 

(三) 

第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
定
め
る
陸
上

移
動
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散
符

号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の

も
の 

 

(四) 

第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
定
め
る
時
分

割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信

設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無

線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
基
地
局
と

通
信
を
行
う
も
の
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速

度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の 

 

十
二
・
十

三 

（
略

） 

（
略
） 

（

略

） 

（

略

） 

 
 

十
二
・
十

三 
（
同

上
） 

（
同
上
） 

（

同

上
） 

（
同

上
） 

 

 

十
四 

シ

ン
グ
ル

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備 

(一) 

第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
お
い
て
無
線

八
七 

四
七 

 
 

十
四 

シ

ン
グ
ル

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備 

(一) 
第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
お
い
て
無
線

八
七 

四
七 

 



一
〇
頁 

キ
ャ
リ

ア
周
波

数
分
割

多
元
接

続
方
式

携
帯
無

線
通
信

を
行
う

無
線
局 

設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局

の
送
信
設
備 

(二) 

第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
お
い
て
無
線

設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移

動
局
の
送
信
設
備
（
七
一
八
MHz
を
超
え

七
四
八
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送

信
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

(三) 

第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
お
い
て
無
線

設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
シ
ン
グ

ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式

携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通

信
等
を
行
う
無
線
局
（
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ

ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
の
試
験

若
し
く
は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行

う
無
線
局
又
は
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と

の
間
の
携
帯
無
線
通
信
が
不
可
能
な
場
合

、
そ
の
中
継
を
行
う
無
線
局
（
時
分
割
複

信
方
式
を
用
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信
設
備 

(四) 

第
四
十
九
条
の
六
の
十
に
お
い
て
無
線

設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局

の
送
信
設
備 

(五) 

第
四
十
九
条
の
六
の
十
に
お
い
て
無
線

設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移

動
局
の
送
信
設
備 

キ
ャ
リ

ア
周
波

数
分
割

多
元
接

続
方
式

携
帯
無

線
通
信

を
行
う

無
線
局 

設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局

の
送
信
設
備 

(二) 

第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
お
い
て
無
線

設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移

動
局
の
送
信
設
備 

(三) 

第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
お
い
て
無
線

設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
シ
ン
グ

ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式

携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通

信
等
を
行
う
無
線
局
（
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ

ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
の
試
験

若
し
く
は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行

う
無
線
局
又
は
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と

の
間
の
携
帯
無
線
通
信
が
不
可
能
な
場
合

、
そ
の
中
継
を
行
う
無
線
局
（
時
分
割
複

信
方
式
を
用
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信
設
備 

(四) 

第
四
十
九
条
の
六
の
十
に
お
い
て
無
線

設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局

の
送
信
設
備 

(五) 

第
四
十
九
条
の
六
の
十
に
お
い
て
無
線

設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移

動
局
の
送
信
設
備 

(六) 

第
四
十
九
条
の
六
の
十
に
お
い
て
無
線

設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
シ
ン
グ



一
一
頁 

(六) 

第
四
十
九
条
の
六
の
十
に
お
い
て
無
線

設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
シ
ン
グ

ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式

携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通

信
等
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備 

ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式

携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通

信
等
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備 

  

第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条

件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
の
送
信
設
備

（
七
一
八
MHz
を
超
え
七
四
八
MHz
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
送
信
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

八
七 

六
二 

 
  

 
 

 
 

 

十
五
～
十

九 

（
略

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

十
五
～
十

九 

（
同

上
） 

（
同
上
） 

（
同
上

） 

（
同
上

） 

 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

（
副
次
的
に
発
す
る
電
波
等
の
限
度
） 

（
副
次
的
に
発
す
る
電
波
等
の
限
度
） 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

第
二
十
四
条 

（
同
上
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
同
上
） 

３ 

携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

３ 

携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

無
線
局
の
種

別 

受
信
装
置
の
区
別 

周 

波 

数 

帯 

副
次
的
に
発
す

る
電
波
の
限
度 

 
 

無
線
局
の
種

別 

受
信
装
置
の
区
別 

周 

波 

数 

帯 

副
次
的
に
発
す

る
電
波
の
限
度 

 

 

陸
上
移
動
局

（
第
四
十
九

条
の
六
第
三

項
に
規
定
す

る
条
件
に
適

合
す
る
無
線

設
備
を
使
用

す
る
も
の
を

除
く
。
） 

七
一
八
MHz
を
超
え
七
四

八
MHz
以
下
、
七
七
三
MHz

を
超
え
八
〇
三
MHz

以
下

、
八
一
五
MHz

を
超
え
八

四
五
MHz

以
下
、
八
六
〇

MHz
を
超
え
八
九
〇
MHz
以

下
、
九
〇
〇
MHz

を
超
え

九
一
五
MHz

以
下
又
は
九

四
五
MHz

を
超
え
九
六
○

ア 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

陸
上
移
動
局

（
第
四
十
九

条
の
六
第
三

項
に
規
定
す

る
条
件
に
適

合
す
る
無
線

設
備
を
使
用

す
る
も
の
を

除
く
。
） 

八
一
五

MHz

を
超
え
八
四

五

MHz

以
下
、
八
六
〇
MHz

を
超
え
八
九
〇

MHz

以
下

、
九
〇
〇

MHz

を
超
え
九

一
五

MHz

以
下
又
は
九
四

五

MHz

を
超
え
九
六
○
MHz

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

受
信
す
る
受
信
装
置 

ア 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

 

 

イ 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

イ 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

 



一
二
頁 

MHz

以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
受
信
す
る
受
信
装

置 

 

（
略
） 

ア 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

（
同
上
） 

ア 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

 

 

イ 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

イ 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

 

 

陸
上
移
動
局

及
び
陸
上
移

動
中
継
局
（

第
四
十
九
条

の
六
第
三
項

に
規
定
す
る

条
件
に
適
合

す
る
無
線
設

備
を
使
用
す

る
も
の
に
限

る
。
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

陸
上
移
動
局

及
び
陸
上
移

動
中
継
局
（

第
四
十
九
条

の
六
第
三
項

に
規
定
す
る

条
件
に
適
合

す
る
無
線
設

備
を
使
用
す

る
も
の
に
限

る
。
） 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

 

 

陸
上
移
動
中

継
局
（
第
四

十
九
条
の
六

第
三
項
に
規

定
す
る
条
件

に
適
合
す
る

無
線
設
備
を

使
用
す
る
も

の
を
除
く
。

） 

七
一
八
MHz
を
超
え
七
四

八
MHz
以
下
、
七
七
三
MHz

を
超
え
八
〇
三
MHz

以
下

、
八
一
五
MHz

を
超
え
八

四
五
MHz

以
下
、
八
六
〇

MHz
を
超
え
八
九
〇
MHz
以

下
、
九
〇
〇
MHz

を
超
え

九
一
五
MHz

以
下
又
は
九

四
五
MHz

を
超
え
九
六
○

MHz

以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
受
信
す
る
受
信
装

置 

ア 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

陸
上
移
動
中

継
局 

八
一
五

MHz

を
超
え
八
四

五

MHz

以
下
、
八
六
〇
MHz

を
超
え
八
九
〇

MHz

以
下

、
九
〇
〇

MHz

を
超
え
九

一
五

MHz

以
下
又
は
九
四

五

MHz

を
超
え
九
六
○
MHz

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

受
信
す
る
受
信
装
置 

ア 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

 

 

イ 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

イ 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

 

 

（
略
） 

ア 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

（
同
上
） 

ア 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

 

 

イ 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

イ 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

 

４ 

七
一
八
MHz
を
超
え
七
四
八
MHz
以
下
、
七
七
三
MHz
を
超
え
八
〇
三
MHz
以
下
、
八
一
五

MHz
を
超
え
八
四
五
MHz
以
下
、
八
六
〇
MHz
を
超
え
九
一
五
MHz
以
下
又
は
九
一
五
MHz
を
超

４ 

八
一
五
MHz
を
超
え
八
四
五
MHz
以
下
、
八
六
〇
MHz
を
超
え
九
一
五
MHz
以
下
又
は
九
一

五
MHz
を
超
え
九
六
○
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式



一
三
頁 

え
九
六
○
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め

の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線

局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を

行
う
無
線
局
並
び
に
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を

行
う
無
線
局
及
び
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備

の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
八
一
五
MHz
を
超
え
八
四
五
MHz
以
下
又

は
八
六
〇
MHz
を
超
え
八
九
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
直
交
周
波
数
分
割

多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携

帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試

験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を

行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の

通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無

線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
八
一
五
MHz
を
超
え
八
四
五

MHz
以
下
又
は
八
六
〇
MHz
を
超
え
八
九
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
直
交
周

波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ

い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続

方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
時
分
割
・

符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方

式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
で
あ
つ

て
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
信
号
を
受
信
す
る
も
の 

一 

（
同
上
） 

 

無

線

局

の
種
別 

受
信
装
置
の
区

別 

周 

波 

数 

帯 
副
次
的
に
発
す
る
電
波

の
限
度 

 
 

無

線

局

の
種
別 

受
信
装
置
の
区

別 

周 

波 

数 

帯 

副
次
的
に
発
す
る
電
波

の
限
度 

 

 

基
地
局 

七
一
八
MHz
を
超

え
七
四
八
MHz
以

下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す

る
受
信
装
置 

ア 

三
〇
MHz
以
上

一
、
〇
〇
〇
MHz

未
満
（
七
六
三

MHz
以
上
八
一
三

MHz
以
下
を
除
く

。
） 

任
意
の
一
〇
〇
kHz
幅
で

（
－
）
五
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値 

 
 

基
地
局 

 
 

 
 

 
 

 

イ 

一
、
〇
〇
〇

MHz
以
上
一
二
・

七
五
GHz
以
下
（

二
、
〇
一
〇
MHz

以
上
二
、
〇
二
五

MHz
以
下
を
除
く

。
） 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ウ 

二
、
〇
一
〇

MHz
以
上
二
、
〇

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
五
二
デ
シ
ベ
ル
以
下

 
 

 
 

 
 

 



一
四
頁 

二
五
MHz
以
下 

の
値 

 
 

八
一
五
MHz
を
超

え
八
四
五
MHz
以

下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す

る
受
信
装
置 

ア 

三
〇
MHz
以
上

一
、
〇
〇
〇
MHz

未
満
（
八
五
〇

MHz
以
上
九
〇
〇

MHz
以
下
を
除
く

。
） 

任
意
の
一
〇
〇
kHz
幅
で

（
－
）
五
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値 

 
 

 

八
一
五
MHz
を
超

え
八
四
五
MHz
以

下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す

る
受
信
装
置 

ア 

三
〇
MHz
以
上

一
、
〇
〇
〇
MHz

未
満
（
八
五
〇

MHz
以
上
九
〇
〇

MHz
以
下
を
除
く

。
） 

任
意
の
一
〇
〇
kHz
幅
で

（
－
）
五
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値 

 

 
 

 

イ 

一
、
〇
〇
〇

MHz
以
上
一
二
・

七
五
GHz
以
下 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 
 

 
 

イ 

一
、
〇
〇
〇

MHz
以
上
一
二
・

七
五
GHz
以
下 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（

－
）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値 

 

 
 

九
〇
〇
MHz
を
超

え
九
一
五
MHz
以

下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す

る
受
信
装
置 

ア 

三
〇
MHz
以
上

一
、
〇
〇
〇
MHz

未
満
（
九
三
五

MHz
以
上
九
七
〇

MHz
以
下
を
除
く

。
） 

任
意
の
一
〇
〇
kHz
幅
で

（
－
）
五
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値 

 
 

 

九
〇
〇
MHz
を
超

え
九
一
五
MHz

以
下
の
周
波

数
の
電
波
を

受
信
す
る
受

信
装
置 

ア 

三
〇
MHz
以
上

一
、
〇
〇
〇
MHz

未
満
（
九
三
五

MHz
以
上
九
七
〇

MHz
以
下
を
除
く

。
） 

任
意
の
一
〇
〇
kHz
幅
で

（
－
）
五
七
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値 

 

 
 

 

イ 

一
、
〇
〇
〇

MHz 

以
上
一
二

・
七
五
GHz
以
下

（
二
、
〇
一
〇

MHz
以
上
二
、
〇

二
五
MHz
以
下
を

除
く
。
） 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 
 

 
 

イ 

一
、
〇
〇
〇

MHz 

以
上
一
二

・
七
五
GHz
以
下

（
二
、
〇
一
〇

MHz
以
上
二
、
〇

二
五
MHz
以
下
を

除
く
。
） 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値 

 

 
 

 

ウ 

二
、
〇
一
〇

MHz
以
上
二
、
〇

二
五
MHz
以
下 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
五
二
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 
 

 
 

ウ 

二
、
〇
一
〇

MHz
以
上
二
、
〇

二
五
MHz
以
下 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（

－
）
五
二
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値 

 

 

陸
上
移
動

局 

七
七
三
MHz
を
超

え
八
〇
三
MHz
以

下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す

ア 

三
〇
MHz
以
上

一
、
〇
〇
〇
MHz

未
満
（
七
一
八

MHz
以
上
七
四
八

任
意
の
一
〇
〇
kHz
幅
で

（
－
）
五
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値 

 
 

陸
上
移
動

局 

 
 

 
 



一
五
頁 

る
受
信
装
置 

MHz
以
下
及
び
七

七
三
MHz
以
上
八

〇
三
MHz
以
下
を

除
く
。
） 

 
 

 

イ 

七
一
八
MHz
以

上
七
四
八
MHz
以

下
及
び
七
七
三

MHz
以
上
八
〇
三

MHz
以
下 

任
意
の
三
・
八
四
MHz
幅

で
（
－
）
六
〇
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ウ 

一
、
〇
〇
〇

MHz 

以
上
一
二

・
七
五
GHz
以
下 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

八
六
〇
MHz
を
超

え
八
九
○
MHz
以

下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す

る
受
信
装
置 

ア 
三
〇
MHz
以
上

一
、
〇
〇
〇
MHz

未
満
（
八
一
五

MHz
以
上
八
四
五

MHz
以
下
及
び
八

六
〇
MHz
以
上
八

九
〇
MHz
以
下
を

除
く
。
） 

任
意
の
一
〇
〇
kHz
幅
で

（
－
）
五
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値 

 
 

 

八
六
〇
MHz
を
超

え
八
九
○
MHz
以

下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す

る
受
信
装
置 

ア 

三
〇
MHz
以
上

一
、
〇
〇
〇
MHz

未
満
（
八
一
五

MHz
以
上
八
四
五

MHz
以
下
及
び
八

六
〇
MHz
以
上
八

九
〇
MHz
以
下
を

除
く
。
） 

任
意
の
一
〇
〇
kHz
幅
で

（
－
）
五
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値 

 

 
 

イ 

八
一
五
MHz
以

上
八
四
五
MHz
以

下
及
び
八
六
〇

MHz
以
上
八
九
〇

MHz
以
下 

任
意
の
三
・
八
四
MHz
幅

で
（
－
）
六
〇
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値 

 
 

 
 

イ 

八
一
五
MHz
以

上
八
四
五
MHz
以

下
及
び
八
六
〇

MHz
以
上
八
九
〇

MHz
以
下 

任
意
の
三
・
八
四
MHz
幅

で
（
－
）
六
〇
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値 

 

 
 

ウ 

一
、
〇
〇
〇

MHz
以
上
一
二
・

七
五
GHz
以
下 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 
 

 
 

ウ 

一
、
〇
〇
〇

MHz
以
上
一
二
・

七
五
GHz
以
下 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 

 
 

九
四
五
MHz
を
超

え
九
六
〇
MHz
以

下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す

る
受
信
装
置 

ア 

三
〇
MHz
以
上

一
、
〇
〇
〇
MHz

未
満
（
九
〇
〇

MHz
以
上
九
一
五

MHz
以
下
及
び
九

任
意
の
一
〇
〇
kHz
幅
で

（
－
）
五
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値 

 
 

 

九
四
五
MHz
を
超

え
九
六
〇
MHz
以

下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す

る
受
信
装
置 

ア 

三
〇
MHz
以
上

一
、
〇
〇
〇
MHz

未
満
（
九
〇
〇

MHz
以
上
九
一
五

MHz
以
下
及
び
九

任
意
の
一
〇
〇
kHz
幅
で

（
－
）
五
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値 

 



一
六
頁 

四
五
MHz
以
上
九

六
〇
MHz
以
下
を

除
く
。
） 

四
五
MHz
以
上
九

六
〇
MHz
以
下
を

除
く
。
） 

 
 

 

イ 

九
〇
〇
MHz
以

上
九
一
五
MHz
以

下
及
び
九
四
五

MHz
以
上
九
六
〇

MHz
以
下 

任
意
の
三
・
八
四
MHz
幅

で
（
－
）
六
〇
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値 

 
 

 
 

イ 

九
〇
〇
MHz
以

上
九
一
五
MHz
以

下
及
び
九
四
五

MHz
以
上
九
六
〇

MHz
以
下 

任
意
の
三
・
八
四
MHz
幅

で
（
－
）
六
〇
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値 

 

 
 

 

ウ 

一
、
〇
〇
〇

MHz 

以
上
一
二

・
七
五
GHz
以
下 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 
 

 
 

ウ 

一
、
〇
〇
〇

MHz 

以
上
一
二

・
七
五
GHz
以
下 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 

二 

（
略
） 

二 

（
同
上
） 

三 

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及

び
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た

め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置 

三 

（
同
上
） 

 

無
線
局

の
種
別 

受
信
装
置
の
区

別 

周 

波 

数 
帯 

副
次
的
に
発
す
る
電
波

の
限
度 

 
 

無
線
局

の
種
別 

受
信
装
置
の
区

別 

周 

波 

数 

帯 

副
次
的
に
発
す
る
電
波

の
限
度 

 

 

基
地
局 

七
一
八
MHz
を
超

え
七
四
八
MHz
以

下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す

る
受
信
装
置 

ア 

三
〇
MHz
以
上

一
、
〇
〇
〇
MHz

未
満
（
七
六
三

MHz
以
上
八
一
三

MHz
以
下
を
除
く

。
） 

任
意
の
一
〇
〇
kHz
幅
で

（
－
）
五
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値 

 
 

基
地
局 

 
 

 
 

 
 

 

イ 

一
、
〇
〇
〇

MHz
以
上
一
二
・

七
五
GHz
以
下
（

二
、
〇
一
〇
MHz

以
上
二
、
〇
二
五

MHz
以
下
を
除
く

。
） 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ウ 

二
、
〇
一
〇

MHz
以
上
二
、
〇

二
五
MHz
以
下 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
五
二
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 
 

 
 

 
 

 



一
七
頁 

 
 

八
一
五
MHz
を
超

え
八
四
五
MHz
以

下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す

る
受
信
装
置 

ア 

三
〇
MHz
以
上

一
、
〇
〇
〇
MHz

未
満
（
八
五
〇

MHz
以
上
九
〇
〇

MHz
以
下
を
除
く

。
） 

任
意
の
一
〇
〇
kHz
幅
で

（
－
）
五
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値 

 
 

 

八
一
五
MHz
を
超

え
八
四
五
MHz
以

下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す

る
受
信
装
置 

ア 

三
〇
MHz
以
上

一
、
〇
〇
〇
MHz

未
満
（
八
五
〇

MHz
以
上
九
〇
〇

MHz
以
下
を
除
く

。
） 

任
意
の
一
〇
〇
kHz
幅
で

（
－
）
五
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値 

 

 
 

 

イ 

一
、
〇
〇
〇

MHz
以
上
一
二
・

七
五
GHz
以
下
（

二
、
〇
一
〇
MHz

以
上
二
、
〇
二
五

MHz
以
下
を
除
く

。
） 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 
 

 
 

イ 

一
、
〇
〇
〇
MHz

以
上
一
二
・
七
五

GHz
以
下
（
一
、
四

六
五
・
九
MHz
以
上

一
、
五
二
〇
・
九

MHz
以
下
及
び
二
、

〇
一
〇
MHz
以
上
二

、
〇
二
五
MHz
以
下

を
除
く
。
） 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 

 
 

 

ウ 

二
、
〇
一
〇

MHz
以
上
二
、
〇

二
五
MHz
以
下 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
五
二
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 
 

 
 

ウ 

二
、
〇
一
〇

MHz
以
上
二
、
〇

二
五
MHz
以
下 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（

－
）
五
二
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値 

 

 
 

九
〇
〇
MHz
を
超

え
九
一
五
MHz
以

下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す

る
受
信
装
置 

ア 

三
〇
MHz
以
上

一
、
〇
〇
〇
MHz

未
満
（
九
三
五

MHz
以
上
九
七
〇

MHz
以
下
を
除
く

。
） 

任
意
の
一
〇
〇
kHz
幅
で

（
－
）
五
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値 

 
 

 

九
〇
〇
MHz
を
超

え
九
一
五
MHz
以

下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す

る
受
信
装
置 

ア 

三
〇
MHz
以
上

一
、
〇
〇
〇
MHz

未
満
（
九
三
五

MHz
以
上
九
七
〇

MHz
以
下
を
除
く

。
） 

任
意
の
一
〇
〇
kHz
幅

で
（
－
）
五
七
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値 

 

 
 

 

イ 

一
、
〇
〇
〇

MHz
以
上
一
二
、

七
五
GHz
未
満
（

二
、
〇
一
〇
MHz

以
上
二
、
〇
二
五

MHz
以
下
を
除
く

。
） 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値 

 
 

 
 

イ 

一
、
〇
〇
〇

MHz
以
上
一
二
、

七
五
GHz
未
満
（

二
、
〇
一
〇
MHz

以
上
二
、
〇
二

五
MHz
以
下
を
除

く
。
） 

任
意
の
一
MHz
幅
で
（

－
）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値 

 

 
 

 

ウ 

二
、
〇
一
〇

MHz
以
上
二
、
〇

任
意
の
一
MHz
幅
で
（
－

）
五
二
デ
シ
ベ
ル
以
下

 
 

 
 

ウ 

二
、
〇
一
〇

MHz
以
上
二
、
〇

任
意
の
一
MHz
幅
で
（

－
）
五
二
デ
シ
ベ
ル
以

 



一
八
頁 

二
五
MHz
以
下 

の
値 

二
五
MHz
以
下 

下
の
値 

 
陸
上
移

動
局 

 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

陸
上
移

動
局 

 

（
略
） 

（
略
） 

 
四 
（
略
） 

四 

（
同
上
） 

５
～
27 

（
略
） 

５
～
27 

（
同
上
） 

 
 

（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
） 

（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
） 

第
四
十
九
条
の
六 

携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
（
次
条
及
び
第
四

十
九
条
の
六
の
十
一
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
七

一
八
MHz
を
超
え
七
四
八
MHz
以
下
、
七
七
三
MHz
を
超
え
八
〇
三
MHz
以
下
、
八
一
五
MHz
を

超
え
八
四
五
MHz
以
下
、
八
六
〇
MHz
を
超
え
八
九
〇
MHz
以
下
、
九
〇
〇
MHz
を
超
え
九
一

五
MHz
以
下
、
九
四
五
MHz
を
超
え
九
六
〇
MHz
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
MHz
を
超
え
一
、

四
六
二
・
九
MHz
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
MHz
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
MHz
以
下
、
一

、
七
四
九
・
九
MHz
を
超
え
一
、
七
八
四
・
九
MHz
以
下
、
一
、
八
四
四
・
九
MHz
を
超
え

一
、
八
七
九
・
九
MHz
以
下
、
一
、
九
二
〇
MHz
を
超
え
一
、
九
八
〇
MHz
以
下
又
は
二
、

一
一
〇
MHz
を
超
え
二
、
一
七
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
（
第
三
項

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
（
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設
備

に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
九
条
の
六 

携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
（
次
条
及
び
第
四

十
九
条
の
六
の
十
一
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
八

一
五
MHz
を
超
え
八
四
五
MHz
以
下
、
八
六
〇
MHz
を
超
え
八
九
〇
MHz
以
下
、
九
〇
〇
MHz
を

超
え
九
一
五
MHz
以
下
、
九
四
五
MHz
を
超
え
九
六
〇
MHz
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
MHz
を

超
え
一
、
四
六
二
・
九
MHz
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
MHz
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
MHz
以

下
、
一
、
七
四
九
・
九
MHz
を
超
え
一
、
七
八
四
・
九
MHz
以
下
、
一
、
八
四
四
・
九
MHz
を

超
え
一
、
八
七
九
・
九
MHz
以
下
、
一
、
九
二
〇
MHz
を
超
え
一
、
九
八
〇
MHz
以
下
又
は
二

、
一
一
〇
MHz
を
超
え
二
、
一
七
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
（
第
三

項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
（
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設

備
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

第
四
十
九
条
の
六
の
四 

符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線

設
備
、
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
又
は

符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
（
七
一
八
MHz
を
超
え
七
四
八
MHz
以
下
、

七
七
三
MHz
を
超
え
八
〇
三
MHz
以
下
、
九
〇
〇
MHz
を
超
え
九
一
五
MHz
以
下
又
は
九
四
五

MHz
を
超
え
九
六
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
拡
散
符

号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
に
規
定
す
る
無
線
設
備
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
四
十
九
条
の
六
の
四 

符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線

設
備
、
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
又
は

符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
（
九
〇
〇
MHz
を
超
え
九
一
五
MHz
以
下
又

は
九
四
五
MHz
を
超
え
九
六
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る

条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
に
規
定
す
る
無
線
設
備

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

無

線

設

備

の

区

別

 

周

波

数 
 

 

無

線

設

備

の

区

別

 

周

波

数 
 



一
九
頁 

 

基
地
局
の
無
線
設
備 

七
七
三
MHz
を
超
え
八
〇
三
MHz
以
下
、
八
六
〇

MHz
を
超
え
八
九
〇
MHz
以
下
、
九
四
五
MHz

を

超
え
九
六
〇
MHz
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
MHz

を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
MHz
以
下
、
一
、
八

四
四
・
九
MHz
を
超
え
一
、
八
七
九
・
九
MHz
以

下
又
は
二
、
一
一
〇
MHz
を
超
え
二
、
一
七
〇

MHz
以
下 

 
 

基
地
局
の
無
線
設
備 

八
六
〇
MHz
を
超
え
八
九
〇
MHz

以
下
、
九
四

五
MHz
を
超
え
九
六
〇
MHz

以
下
、
一
、
四
七

五
・
九
MHz
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
MHz

以

下
、
一
、
八
四
四
・
九
MHz
を
超
え
一
、
八
七

九
・
九
MHz
以
下
又
は
二
、
一
一
〇
MHz

を
超

え
二
、
一
七
〇
MHz
以
下 

 

 

陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備 

七
一
八
MHz
を
超
え
七
四
八
MHz
以
下
、
八
一
五

MHz
を
超
え
八
四
五
MHz
以
下
、
九
〇
〇
MHz

を

超
え
九
一
五
MHz
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
MHz

を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
MHz
以
下
、
一
、
七

四
九
・
九
MHz
を
超
え
一
、
七
八
四
・
九
MHz
以

下
又
は
一
、
九
二
〇
MHz
を
超
え
一
、
九
八
〇

MHz
以
下 

 
 

陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備 

八
一
五
MHz
を
超
え
八
四
五
MHz

以
下
、
九
〇

〇
MHz
を
超
え
九
一
五
MHz

以
下
、
一
、
四
二

七
・
九
MHz
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
MHz

以

下
、
一
、
七
四
九
・
九
MHz
を
超
え
一
、
七
八

四
・
九
MHz
以
下
又
は
一
、
九
二
〇
MHz

を
超

え
一
、
九
八
〇
MHz
以
下 

 

 

符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無

線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通

信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備 

七
一
八
MHz
を
超
え
七
四
八
MHz
以
下
、
七
七
三

MHz
を
超
え
八
〇
三
MHz
以
下
、
八
一
五
MHz

を

超
え
八
四
五
MHz
以
下
、
八
六
〇
MHz
を
超
え
八

九
〇

MHz

以
下
、
九
〇
〇

MHz

を
超
え
九
一
五

MHz
以
下
、
九
四
五
MHz
を
超
え
九
六
〇
MHz

以

下
、
一
、
四
二
七
・
九
MHz
を
超
え
一
、
四
六

二
・
九
MHz
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
MHz
を
超

え
一
、
五
一
〇
・
九
MHz
以
下
、
一
、
七
四
九

・
九
MHz
を
超
え
一
、
七
八
四
・
九
MHz
以
下
、

一
、
八
四
四
・
九
MHz
を
超
え
一
、
八
七
九
・

九
MHz
以
下
、
一
、
九
二
〇
MHz
を
超
え
一
、
九

八
〇
MHz
以
下
又
は
二
、
一
一
〇
MHz
を
超
え
二

、
一
七
〇
MHz
以
下 

 
 

符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無

線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通

信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備 

八
一
五
MHz
を
超
え
八
四
五
MHz

以
下
、
八
六

〇
MHz
を
超
え
八
九
〇
MHz
以
下
、
九
〇
〇
MHz

を
超
え
九
一
五
MHz
以
下
、
九
四
五
MHz

を
超

え
九
六
〇
MHz
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
MHz

を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
MHz
以
下
、
一
、
四

七
五
・
九
MHz
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
MHz

以
下
、
一
、
七
四
九
・
九
MHz
を
超
え
一
、
七

八
四
・
九
MHz
以
下
、
一
、
八
四
四
・
九
MHz

を
超
え
一
、
八
七
九
・
九
MHz
以
下
、
一
、
九

二
〇
MHz
を
超
え
一
、
九
八
〇
MHz

以
下
又
は

二
、
一
一
〇
MHz
を
超
え
二
、
一
七
〇
MHz

以

下 

 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
同
上
） 

２ 

前
項
の
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備

は
、
同
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
同
上
） 

一 

送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
前
項
の
基
地
局
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

次
に
掲
げ
る
周
波
数
が
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。 

一 

（
同
上
） 



二
〇
頁 

イ 

七
一
八
MHz
を
超
え
七
四
八
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
受
信
し
た
電
波
の
周
波
数
よ
り
五
五
MHz
低
い
周
波
数 

 

ロ
～
ホ 

（
略
） 

イ
～
ニ 

（
同
上
） 

二
～
五 
（
略
） 

二
～
五 

（
同
上
） 

３
・
４ 

（
略
） 

３
・
４ 

（
同
上
） 

 
 

（
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
） 

（
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
） 

第
四
十
九
条
の
六
の
五 
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の

無
線
設
備
、
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
の
無
線

設
備
又
は
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等

を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
（
七
一
八
MHz
を
超
え
七

四
八
MHz
以
下
、
七
七
三
MHz
を
超
え
八
〇
三
MHz
以
下
、
九
〇
〇
MHz
を
超
え
九
一
五
MHz
以

下
又
は
九
四
五
MHz
を
超
え
九
六
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲

げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
九
条
の
六
の
五 

時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の

無
線
設
備
、
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
の
無
線

設
備
又
は
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等

を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
（
九
〇
〇
MHz
を
超
え
九

一
五
MHz
以
下
又
は
九
四
五
MHz
を
超
え
九
六
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
に
限
る
。
）
は

、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

無

線

設

備

の

区

別

 

周

波

数 
 

 

無

線

設

備

の

区

別

 

周

波

数 
 

 

基
地
局
の
無
線
設
備 

七
七
三
MHz
を
超
え
八
〇
三
MHz
以
下
、
八
三
二

MHz
を
超
え
八
三
四
MHz
以
下
、
八
三
八
MHz
を
超

え
八
四
六
MHz
以
下
、
八
六
〇
MHz
を
超
え
八
九

〇
MHz
以
下
、
九
四
五
MHz
を
超
え
九
六
〇
MHz
以

下
、
一
、
四
七
五
・
九
MHz
を
超
え
一
、
五
一

〇
・
九
MHz
以
下
、
一
、
八
四
四
・
九
MHz
を
超

え
一
、
八
七
九
・
九
MHz
以
下
又
は
二
、
一
一

〇
MHz
を
超
え
二
、
一
七
〇
MHz
以
下 

 
 

基
地
局
の
無
線
設
備 

八
三
二
MHz
を
超
え
八
三
四
MHz
以
下
、
八
三
八

MHz
を
超
え
八
四
六
MHz
以
下
、
八
六
〇
MHz
を

超
え
八
九
〇
MHz
以
下
、
九
四
五
MHz
を
超
え
九

六
〇
MHz
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
MHz
を
超
え

一
、
五
一
〇
・
九
MHz
以
下
、
一
、
八
四
四
・

九
MHz
を
超
え
一
、
八
七
九
・
九
MHz
以
下
又
は

二
、
一
一
〇
MHz
を
超
え
二
、
一
七
〇
MHz
以
下 

 

 

陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備 

七
一
八
MHz
を
超
え
七
四
八
MHz
以
下
、
八
一
五

MHz
を
超
え
八
四
五
MHz
以
下
、
八
八
七
MHz
を
超

え
八
八
九
MHz
以
下
、
八
九
三
MHz
を
超
え
九
四

〇
MHz
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
MHz
を
超
え
一

、
四
六
二
・
九
MHz
以
下
、
一
、
七
四
九
・
九

MHz
を
超
え
一
、
七
八
四
・
九
MHz
以
下
又
は
一

、
九
二
〇
MHz
を
超
え
一
、
九
八
〇
MHz
以
下 

 
 

陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備 

八
一
五
MHz
を
超
え
八
四
五
MHz
以
下
、
八
八
七

MHz
を
超
え
八
八
九
MHz
以
下
、
八
九
三
MHz
を

超
え
九
四
〇
MHz
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
MHz

を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
MHz
以
下
、
一
、
七

四
九
・
九
MHz
を
超
え
一
、
七
八
四
・
九
MHz
以

下
又
は
一
、
九
二
〇
MHz
を
超
え
一
、
九
八
〇

MHz
以
下 

 

 

時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式

七
一
八
MHz
を
超
え
七
四
八
MHz
以
下
、
七
七
三

 
 

時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携

八
一
五
MHz
を
超
え
八
四
五
MHz
以
下
、
八
六
〇

 



二
一
頁 

携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の

た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

の
無
線
設
備 

MHz
を
超
え
八
〇
三
MHz
以
下
、
八
一
五
MHz
を
超

え
八
四
五
MHz
以
下
、
八
六
〇
MHz
を
超
え
九
一

五
MHz
以
下
、
九
一
五
MHz
を
超
え
九
六
〇
MHz
以

下
、
一
、
四
二
七
・
九
MHz
を
超
え
一
、
四
六

二
・
九
MHz
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
MHz
を
超

え
一
、
五
一
〇
・
九
MHz
以
下
、
一
、
七
四
九

・
九
MHz
を
超
え
一
、
七
八
四
・
九
MHz
以
下
、

一
、
八
四
四
・
九
MHz
を
超
え
一
、
八
七
九
・

九
MHz
以
下
、
一
、
九
二
〇
MHz
を
超
え
一
、
九

八
〇
MHz
以
下
又
は
二
、
一
一
〇
MHz
を
超
え
二

、
一
七
〇
MHz
以
下 

帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め

の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線

設
備 

MHz
を
超
え
九
一
五
MHz
以
下
、
九
一
五
MHz
を

超
え
九
六
〇
MHz
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
MHz

を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
MHz
以
下
、
一
、
四

七
五
・
九
MHz
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
MHz
以

下
、
一
、
七
四
九
・
九
MHz
を
超
え
一
、
七
八

四
・
九
MHz
以
下
、
一
、
八
四
四
・
九
MHz
を
超

え
一
、
八
七
九
・
九
MHz
以
下
、
一
、
九
二
〇

MHz
を
超
え
一
、
九
八
〇
MHz
以
下
又
は
二
、
一

一
〇
MHz
を
超
え
二
、
一
七
〇
MHz
以
下 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
同
上
） 

２ 

前
項
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
同
上
） 

一 

送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
前
項
の
基
地
局
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

、
次
に
掲
げ
る
周
波
数
が
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
拡
散
符
号
速
度
が

毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
で
あ
つ
て
隣
接
す
る
二
の
搬
送
波
を
受
信
す
る
も

の
及
び
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
で
あ
つ
て
二
又
は

三
の
搬
送
波
を
同
時
に
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

（
同
上
） 

イ 

七
一
八
MHz
を
超
え
七
四
八
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
受
信
し
た
電
波
の
周
波
数
よ
り
五
五
MHz
低
い
周
波
数 

 

ロ
～
ヘ 

（
略
） 

イ
～
ホ 

（
同
上
） 

二
～
六 

（
略
） 

二
～
六 

（
同
上
） 

３
～
５ 

（
略
） 

３
～
５ 

（
同
上
） 

 
 

（
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の

無
線
設
備
） 

（
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の

無
線
設
備
） 

第
四
十
九
条
の
六
の
九 

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信

を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
、
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無

線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
又
は
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う

ち
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別

に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
に

第
四
十
九
条
の
六
の
九 

（
同
上
） 



二
二
頁 

掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

無
線
設
備
の
区
別 

周 

波 

数 
 

 

無
線
設
備
の
区
別 

周 

波 

数 
 

 

基
地
局
の
無
線
設
備 

 

七
七
三
MHz
を
超
え
八
〇
三
MHz

以
下
、
八
六

〇
MHz
を
超
え
八
九
〇
MHz
以
下
、
九
四
五
MHz

を
超
え
九
六
〇
MHz
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九

MHz
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
MHz

以
下
、
一

、
八
四
四
・
九
MHz
を
超
え
一
、
八
七
九
・
九

MHz
以
下
又
は
二
、
一
一
〇
MHz

を
超
え
二
、

一
七
〇
MHz
以
下 

 
 

基
地
局
の
無
線
設
備 

 

八
六
〇
MHz
を
超
え
八
九
〇
MHz

以
下
、
九
四

五
MHz
を
超
え
九
六
〇
MHz

以
下
、
一
、
四
七

五
・
九
MHz
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
MHz

以

下
、
一
、
八
四
四
・
九
MHz
を
超
え
一
、
八
七

九
・
九
MHz
以
下
又
は
二
、
一
一
〇
MHz

を
超

え
二
、
一
七
〇
MHz
以
下 

 

 

陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備 

七
一
八
MHz
を
超
え
七
四
八
MHz

以
下
、
八
一

五
MHz
を
超
え
八
四
五
MHz
以
下
、
九
〇
〇
MHz

を
超
え
九
一
五
MHz
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九

MHz
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
MHz

以
下
、
一

、
七
四
九
・
九
MHz
を
超
え
一
、
七
八
四
・
九

MHz
以
下
又
は
一
、
九
二
〇
MHz

を
超
え
一
、

九
八
〇
MHz
以
下 

 
 

陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備 

八
一
五
MHz
を
超
え
八
四
五
MHz

以
下
、
九
〇

〇
MHz
を
超
え
九
一
五
MHz

以
下
、
一
、
四
二

七
・
九
MHz
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
MHz

以

下
、
一
、
七
四
九
・
九
MHz
を
超
え
一
、
七
八

四
・
九
MHz
以
下
又
は
一
、
九
二
〇
MHz

を
超

え
一
、
九
八
〇
MHz
以
下 

 

 

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分

割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通

信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信

等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備 

七
一
八
MHz
を
超
え
七
四
八
MHz

以
下
、
七
七

三
MHz
を
超
え
八
〇
三
MHz
以
下
、
八
一
五
MHz

を
超
え
八
四
五
MHz
以
下
、
八
六
〇
MHz

を
超

え
八
九
〇
MHz
以
下
、
九
〇
〇
MHz

を
超
え
九

一
五
MHz
以
下
、
九
四
五
MHz

を
超
え
九
六
〇

MHz
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
MHz

を
超
え
一

、
四
六
二
・
九
MHz
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九

MHz
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
MHz

以
下
、
一

、
七
四
九
・
九
MHz
を
超
え
一
、
七
八
四
・
九

MHz
以
下
、
一
、
八
四
四
・
九
MHz

を
超
え
一

、
八
七
九
・
九
MHz

以
下
、
一
、
九
二
〇
MHz

を
超
え
一
、
九
八
〇
MHz
以
下
又
は
二
、
一
一

〇
MHz
を
超
え
二
、
一
七
〇
MHz
以
下 

 
 

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割

多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設

備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行

う
無
線
局
の
無
線
設
備 

八
一
五
MHz
を
超
え
八
四
五
MHz

以
下
、
八
六

〇
MHz
を
超
え
八
九
〇
MHz
以
下
、
九
〇
〇
MHz

を
超
え
九
一
五
MHz
以
下
、
九
四
五
MHz

を
超

え
九
六
〇
MHz

以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
MHz

を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
MHz
以
下
、
一
、
四

七
五
・
九
MHz

を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
MHz

以
下
、
一
、
七
四
九
・
九
MHz
を
超
え
一
、
七

八
四
・
九
MHz

以
下
、
一
、
八
四
四
・
九
MHz

を
超
え
一
、
八
七
九
・
九
MHz
以
下
、
一
、
九

二
〇
MHz
を
超
え
一
、
九
八
〇
MHz

以
下
又
は

二
、
一
一
〇
MHz
を
超
え
二
、
一
七
〇
MHz

以

下 

 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 
（
同
上
） 

２ 

前
項
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
同
上
） 

一 

送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
前
項
の
基
地
局
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

一 

（
同
上
） 



二
三
頁 

、
次
に
掲
げ
る
周
波
数
が
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。 

イ 

七
一
八
MHz
を
超
え
七
四
八
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
受
信
し
た
電
波
の
周
波
数
よ
り
五
五
MHz
低
い
周
波
数 

 
ロ
～
ホ 

（
略
） 

イ
～
ニ 

（
同
上
） 

二
～
五 
（
略
） 

二
～
五 

（
同
上
） 

３
・
４ 

（
略
） 

３
・
４ 

（
同
上
） 

 
 

第
四
十
九
条
の
六
の
十
一 
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地

局
の
無
線
設
備
、
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局

の
無
線
設
備
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め

の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
（
陸
上
移
動
中
継
局
に
あ
つ
て
は
第
二

号
ロ
に
限
る
。
）
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
九
条
の
六
の
十
一 

直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地

局
の
無
線
設
備
、
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局

の
無
線
設
備
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め

の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
（
陸
上
移
動
中
継
局
に
あ
つ
て
は
第
二

号
ロ
に
限
る
。
）
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
表
略
） 

（
同
上
） 

２ 

前
項
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
前
項
の
基
地
局
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

、
次
に
掲
げ
る
周
波
数
が
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。 

一 

送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
前
項
の
基
地
局
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

、
次
に
掲
げ
る
周
波
数
が
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。 

イ 

八
一
五
MHz
を
超
え
八
四
五
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
受
信
し
た
電
波
の
周
波
数
よ
り
四
五
MHz
低
い
周
波
数 

イ 

八
一
五
MHz
を
超
え
八
四
五
MHz
以
下
又
は
九
〇
〇
MHz
を
超
え
九
一
五
MHz
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
受
信
し
た
電
波
の
周
波
数
よ
り
四

五
MHz
低
い
周
波
数 

 
 

別
表
第
一
号
（
第
５

条
関
係
）
 

別
表
第
一
号
（
第
５
条
関
係
）
 

注
 

１
～
3
0 

（
略

）
 

注
 
１
～
3
0 

（
同

上
）
 

3
1
 

次
に
掲
げ
る
固
定
局
、
陸
上
局
及
び
移
動
局
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の

周
波
数
許
容
偏
差
は
、
こ
の
表
に
規
定
す

る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。
 

3
1
 
（
同
上
）
 

(
1
)
 
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
も
の
 

(
1
)
 
（
同
上
）
 

ア
～
エ
 
（
略

）
 

ア
～
エ
 
（
同
上
）
 

オ
 

7
1
8Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
7
4
8Ｍ

Ｈ
ｚ
以

下
、
7
7
3
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
8
0
3Ｍ

Ｈ
ｚ
以

下
、

8
1
5Ｍ

Ｈ
ｚ
を

超
え
8
4
5Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
，
8
6
0
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
9
1
5Ｍ

Ｈ
ｚ

以
下

、
又
は
9
15
Ｍ

Ｈ
ｚ

を
超
え
9
6
0
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

オ
 

8
15
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え

8
45
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
、

8
60
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超
え

9
15
Ｍ

Ｈ
ｚ
以

下
又

は
9
15

Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
9
60

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る

符
号
分

割
多
元
接
続
方

式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
無

線
局
及
び
符

号
分
割
多



二
四
頁 

す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分

割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無

線
局
並
び
に
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局

及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の

通
信
等
を
行
う
無
線
局
 

元
接
続

方
式
携
帯
無
線

通
信
設
備
の

試
験
の
た
め
の

通
信
等
を
行

う
無
線
局

並
び
に

時
分
割
・
符
号

分
割
多
重
方

式
携
帯
無
線
通

信
を
行
う
無

線
局
及
び

時
分
割

・
符
号
分
割
多

重
方
式
携
帯

無
線
通
信
設
備

の
試
験
の
た

め
の
通
信

等
を
行
う
無
線
局
 

(
ｱ
)
・
(ｲ
)
 
（

略
）
 

(
ｱ
)
・

(ｲ
)
 
（
同
上
）
 

カ
～
サ
 
（
略

）
 

カ
～
サ
 
（
同
上
）
 

(
2
)
～
(1
8
) 

（
略

）
 

(
2
)
～
(1
8
) 

（
同
上
）
 

3
2
～
5
3 

（
略

）
 

3
2
～
5
3 

（
同
上
）
 

 
 

別
表
第
二
号
（
第
６

条
関
係
）
 

別
表
第
二
号
（
第
６
条
関
係
）
 

第
１
～
第
1
1 

（
略

）
 

第
１
～
第
1
1 

（
同
上
）
 

第
1
2
 
  

第
1
2
 
 

１
 

（
略
）
 

１
 
（
略
）
 

２
 

符
号
分
割

多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信

を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接

続
方
式
携
帯

無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
時
分

割
・
符
号
分

割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割

多
重
方
式
携

帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設

備
の
う
ち
、

7
1
8
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
7
4
8
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
77
3
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
8
0
3
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
、
8
1
5
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
8
45
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
8
6
0
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
9
1
5
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

又
は
9
15
Ｍ
Ｈ

ｚ
を

超
え
9
6
0Ｍ

Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
 

２
 
符
号

分
割
多

元
接

続
方
式

携
帯
無

線
通
信

を
行

う
無
線

局
及
び

符
号
分

割
多

元
接

続
方
式

携
帯
無

線
通
信

設
備
の

試
験

の
た
め

の
通
信

等
を
行

う
無

線
局
並

び
に
時

分

割
・
符

号
分
割

多
重
方

式
携
帯

無
線

通
信
を

行
う
無

線
局
及

び
時

分
割
・

符
号
分

割

多
重
方

式
携
帯

無
線
通

信
設
備

の
試

験
の
た

め
の
通

信
等
を

行
う

無
線
局

の
無
線

設

備
の
う

ち
、

8
15

Ｍ
Ｈ

ｚ
を

超
え

8
4
5
Ｍ

Ｈ
ｚ
以

下
、

8
60

Ｍ
Ｈ

ｚ
を

超
え

9
15

Ｍ
Ｈ

ｚ

以
下
又
は
9
15
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
9
6
0
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
 

(
1
)
～
(3
)
 
（

略
）
 

(
1
)
～
(3
)
 
（

同
上
）
 

３
～
６
 
（
略

）
 

３
～
６
 
（
同
上
）
 

第
1
3
～
第

6
2 

（
略

）
 

第
1
3
～
第
6
2 

（
同

上
）
 

 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四

十
九
条
の
六
、
第
四
十
九
条
の
六
の
四
、
第
四
十
九
条
の
六
の
五
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設

備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 



二
五
頁 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
旧
規
則
第
四
十
九
条
の
六
、
第
四
十
九
条
の
六
の
四
、
第
四
十
九
条
の
六
の
五
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設

備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て

も
な
お
効
力
を
有
す
る
。 

   


